物 品 賃 貸 借 契 約 書
１　事業名

２　品名及び数量

３　履行場所

４　賃貸借料　　　月額

　　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　　）
５　契約期間　　　令和　　　年　　　月　　　日から

　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日まで

６　契約保証金

上記の賃貸借について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上各自１通を保有する。

　　令和　　　年　　　月　　　日

賃借人　南さつま市加世田川畑２６４８番地

　　　　　　　　　　　　　　南さつま市

　　　　　　　　　　　　　　契約担当者　南さつま市長　本 坊  輝 雄　　印
賃貸人　住所又は所在地

　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　

　　　　　　　　　　　　　　代表者又は氏名　　　　　　　　　　　　　　印

（総則） 

第１条　賃借人　南さつま市（以下「甲」という。）及び賃貸人　▲▲▲（以下「乙」という。）は、頭書の物品の賃貸借契約に関し、この契約に定めるもののほか、別紙の仕様書に従いこれを履行しなければならない。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条　甲及び乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による相手方の承諾を得たときは、この限りでない。
　（引渡し及び検査）
第３条　乙は、物品を甲の指定する場所に納入し、甲の検査を受けた後、契約期間の開始日前日までに甲に引き渡すものとする。
２　甲は、前項の検査において物品に契約不適合があったときは、直ちに乙に通知するものとし、乙は、再度甲の検査を受けるものとする。
（保守及び修繕） 

第４条　乙は、物品の正常な状態を常時確保するため、保守計画書を提出し、甲の承諾を得るものとする。 

２　乙は、物品が故障したときは乙の負担（部品代を含む。）において速やかに修理し、その結果について書面により報告しなければならない。

３　乙は、物品を点検し、調整し又は改造するために時間を要するときは、甲と事前に協議して、実施日時を定めるものとする。 

（管理） 

第５条　甲は、善良な管理者の注意をもって、物品を管理するものとする。 

（契約不適合責任）
第６条　甲は、乙が引き渡した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態（以下「契約不適合」という。）があるときは、乙に対して、その契約不適合の補修、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
２　前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求（以下「追完請求」という。）に代え、又は、追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
３　第１項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて賃貸借料の減額を請求することができる（以下「賃料減額請求」という。）。この場合において、賃貸借料の減額の割合は引渡日を基準とする。
４　契約不適合が甲の責めに帰すべき理由によるものであるときは、甲は追完請求及び賃料減額請求をすることができない。
５　甲が契約不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、賃料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引き渡した時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
（賃貸借料の請求） 

第７条　乙は、各月ごとに当該月を超えた日に当該月分の賃貸借料の支払を書面により請求することができる。 

２　甲は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内（以下「約定期間」という。）に賃貸借料を乙に支払わなければならない。 

３　甲の責めに帰すべき理由があることにより第１項に係る支払が約定期間までに行われないときは、乙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息を甲に請求することができる。 

４　契約期間において、保守のため１か月未満の端数を生じたときは、当該月の日割計算により算出するものとする。 

（甲の解除権） 

第８条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

(1)　乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 

(2)　次条の規定によらないで、乙が契約の解除を申し出たとき。 

２　甲は、前項に規定する場合のほか、必要があるときは、３か月の予告期間をもって契約を解除することができる。 

３　第１項の規定により契約を解除した場合においては、乙は頭書の契約期間のうち契約を解除した日以降の期間に対応する賃貸借料の10分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

（乙の解除権） 

第９条　乙は、甲が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと認められるときは、契約を解除することができる。

２　乙は、前項の規定により契約を解除することによって損害を受けたときは、甲に対してその賠償を請求することができる。

（物品の返還） 

第10条　契約が解除されたときは、甲は速やかに物品を乙に返還するものとする。
２　甲は、前項の物品に通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化及び甲の責めに帰することができない事由による損傷があるときは、原状に復する義務を負わないものとする。
３　前項に掲げる事由以外の理由による損害については、甲乙協議してその負担を定めるものとする。

（損害賠償） 

第11条　甲又は乙は、この契約の履行に伴い故意又は過失によって損害が生じたとき（第三者に及ぼした損害を含む。）は、それぞれ賠償の責任を負うものとする。
２　前項の賠償額については、甲乙協議して定めるものとする。 

（天災その他不可抗力による損害） 

第12条　天災その他の不可抗力により、物品に損害を生じたときの復旧については、甲乙協議して定めるものとする。 

（秘密保持） 

第13条　乙は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
２　乙は、業務の処理上知り得た秘密が個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年条例第57号。）第２条第１項に規定するものをいう。）であるときは、別記「個人情報取扱特記事項」に従い、その取扱いを適正に行わなければならない。
　（暴排条項）
第14条　乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
（1）自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと
（2）反社会的勢力と次の関係を有していないこと
　　ア　自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
　　イ　反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
（3）自らの役員（取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。）が反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
（4）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、契約を締結するものでないこと
（5）自ら又は第三者を利用して契約に関して次の行為をしないこと
　　ア　暴力的な要求行為
　　イ　取引に関して脅迫的な行為をし、又は暴力を用いる行為
　　ウ　風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
　　エ　その他前各号に準ずる行為

２　甲は、乙について次のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく、契約を解除することができる。
　　ア　前項第１号から第３号の確約に反する表明をしたことが判明したとき。
　　イ　前項第４号の確約に反し契約をしたことが判明したとき。
　　ウ　前項第５号の確約に反した行為をしたとき。
３　前項の規定により契約が解除されたときは、乙は、甲に対し、甲の被った損害を賠償するものとする。
４　第２項の規定により契約が解除されたときは、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わない。
（合意管轄） 

第15条　この契約から生ずる一切の法律上の争訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。 

（契約外の事項） 

第16条　この契約書に定めのない事項又はこの契約履行につき疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。 

